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1

実施要項

第５

４（２）

②

「共同企業体に関する提出書類　正本１部　共同企業体結成届出書（兼）参加資格審査申請書（様式第２号）」とそ

れに係る「【添付書類】１委任状（様式第２号関連）・２使用印鑑届（様式第２号関連）・３共同企業体に係る協定

書（任意様式）」についてですが、令和６年１月に行われた業務Ｅのプロポーザルの際には、実施要項の中でこれら

の書類は「既に本市が認定している共同企業体は提出不要」とされ、既に認定を受けている共同企業体は提出する必

要はありませんでした。

この度は必要なのでしょうか？それとも前回同様、認定を既に受けている場合は提出不要なのでしょうか？

既に認定している共同企業体の「認定資格の有効期

間」は、令和７年３月３１日までとなっておりますの

で、実施要項のとおり提出してください。

宇部市一般廃棄物収集運搬業務委託公募型プロポーザルに係る質問に対する回答


